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区域名 区域の範囲 市町村名 大字又は町名 字 地　番 標柱番号

竜丘 　右に掲げる地番の土地に存する標
柱１号から 15号までを順次結んだ
線及び標柱１号と 15号を結んだ線
に囲まれた土地の区域。

飯田市
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

桐林
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

277番７
332番２
336番
472番１
239番１
239番２
245番１
253番２
255番１
256番２
260番
261番１
271番１

１号及び３号
２号
４号及び５号
６号
７号
８号
９号
10号
11号
12号
13号
14号
15号

砂　防　課

公告

　次のとおり落札者を決定しました。

　　令和３年８月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一	

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　別表のとおり

２　契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地

　(1)	名　称　長野県建設部建設政策課

　(2)	所在地　長野市大字南長野字幅下692－２

３　落札者を決定した日

　　令和３年７月12日

４　落札者の名称及び所在地

　　別表のとおり

５　落札金額

　　別表のとおり

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告を行った日

　　令和３年５月31日

　	（別表）

落札に係る物品等の名称 数量 落札者の名称及び所在地 落札金額

除雪ドーザ
（13t 級	ＳＡ	両サイドシャッタ付）

３台
（株）前田製作所
長野市篠ノ井御幣川1095

59,532,000円

凍結防止剤散布車
（乾式	2.5立米級）

２台
長野安全自動車（株）
長野市大字小島字八幡堰南146

44,440,000円

凍結防止剤散布車
（湿式	2.5立米級）

２台
長野安全自動車（株）
長野市大字小島字八幡堰南146

51,700,000円

凍結防止剤散布車
（乾式	2.0立米級）

３台
英和（株）　
東京都品川区西五反田１丁目31番
１号　日本生命五反田ビル 10階

64,350,000円

凍結防止剤散布車
（乾式	1.0立米級）

４台
（株）前田製作所
長野市篠ノ井御幣川1095

47,080,000円
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建設政策課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和３年８月16日

	 長野県飯田建設事務所長　細　川　容　宏

１　許可番号

　　令和３年７月９日　長野県飯田建設事務所指令３飯建第20－２号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　飯田市上郷飯沼1203－１、1205－１、1206－１、1207－６、1213－２、1225－２（第２工区）

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　飯田市大久保町2534

　　　飯田市長　佐　藤　　　健

都市・まちづくり課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和３年８月16日

	 長野県北信建設事務所長　丸　山　　　進

１　許可番号

　　令和３年８月４日　長野県北信建設事務所指令３北建第35－２号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　中野市大字草間字栗林上1392－２、1394－１の内、1395－１、1398－３

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　長野市小島田町80

　　　新光電気工業株式会社　代表取締役社長　藤　田　正　美

都市・まちづくり課

公告

　道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第99条の２第４項第１号のイに規定する審査（以下「技能検定員審査」

という。）及び第99条の３第４項第１号のイに規定する審査（以下「教習指導員審査」という。）を次のとおり行います。

　　令和３年８月16日

	 長野県公安委員会

１　審査の種類、期日及び場所

　(1)	技能検定員審査

種　類 期　日 場　所

技

能

検

定

員

審

査

（普通）

（中型）

（準中型）

（牽引）

（大型二種）

（中型二種）

（普通二種）

令和３年９月21日（火）から

令和３年10月１日（金）まで

の間において、審査申請書の

提出時に指定する日時

塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原73番地116

中南信運転免許センター
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　(2)	教習指導員審査

種　類 期　日 場　所

教

習

指

導

員

審

査

（普通）

（中型）

（準中型）

（大特）

（牽引）

（普自二）

（大型二種）

（中型二種）

（普通二種）

令和３年９月21日（火）から

令和３年10月１日（金）まで

の間において、審査申請書の

提出時に指定する日時

塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原73番地116

中南信運転免許センター

２　審査項目、審査細目及び審査方法

　(1)	技能検定員審査（普通、中型、準中型及び牽引）

審査項目 審査細目 審査方法

技能検定に関する

技能

技能検定員として必要な自動車の運転技能 技能試験（自動車の運転に必要な技能につ

いての運転免許試験をいう。以下同じ。）

の方法に準じて行います。

自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 実技試験により行います。

技能検定に関する

知識

法第108条の 28第４項に規定する教則（以下「教則」

という。）の内容となっている事項

論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記

試験により行います。

自動車教習所に関する法令についての知識

技能検定の実施に関する知識 面接試験又は論文式の筆記試験により行い

ます。
自動車の運転技能の評価方法に関する知識

　(2)	技能検定員審査（大型二種、中型二種及び普通二種）

審査項目 審査細目 審査方法

技能検定に

関する知識

道路運送法（昭和26年法律第183号）第２条第３項に規定する

旅客自動車運送事業（以下「旅客運送事業」という。）及び自

動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成13年法律

第57号）第２条第１項に規定する自動車運転代行業（以下「運

転代行業」という。）に関する法令についての知識

論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記

試験により行います。

自動車の運転技能の評価方法に関する知識 論文式の筆記試験により行います。

　(3)	教習指導員審査（普通、中型、準中型、大特、牽引及び普自二）

審査項目 審査細目 審査方法

教習に関す

る技能

教習指導員として必要な自動車の運転技能 技能試験の方法に準じて行います。

技能教習（自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同

じ。）に必要な教習の技能

実技試験又は面接試験により行います。

自動車の運転に関する知識の教習に必要な教習の技能

教習に関す

る知識

教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知

識

論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記

試験により行います。

自動車教習所に関する法令についての知識

教習指導員として必要な教育についての知識 面接試験又は論文式の筆記試験により行い

ます。

　(4)	教習指導員審査（大型二種、中型二種及び普通二種）

審査項目 審査細目 審査方法

教習に関す

る知識

旅客運送事業及び運転代行業に関する法令についての知識 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記

試験により行います。
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３　申請手続

　(1)	審査の申請

　　	　技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者は、必要な事項を記入し、写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正

面、上三分身、無背景の縦の長さ 3.0 センチメートル、横の長さ 2.4 センチメートルのもの）を貼付した審査申請書に、次に掲げ

る書類を添付して、(2) の申請期間内に長野県警察本部交通部運転免許本部東北信運転免許課（以下「東北信運転免許課」という。）

へ提出してください。

　　ア	　技能検定員審査を受けようとする者が技能検定員審査等に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」と

いう。）第17条第１項各号、第２項各号又は第３項各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に該当する者

であることを証する書面

　　イ	　教習指導員審査を受けようとする者が規則第17条第１項各号、第４項各号又は第５項各号のいずれかに該当する者であるとき

は、それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書面

　　ウ　運転免許証の写し

　(2)	申請期間

　　	　令和３年８月16日（月）から令和３年９月３日（金）までとします。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第178号）に規定する休日を除きます。

　(3)	審査手数料

　　	　審査手数料は、次に掲げる額（規則第17条の規定により審査細目についての審査を免除される者にあっては、次に掲げる額から

長野県警察関係許可等手数料徴収条例（昭和29年長野県条例第36号）に定める額を減じた額）を、審査申請書の提出時に、長野県

収入証紙により納付してください。

　　ア　技能検定員審査

種　類 手数料の額

技能検定員審査（普通） 19,500円

技能検定員審査（中型又は準中型） 23,400円

技能検定員審査（牽引） 14,700円

技能検定員審査（大型二種、中型二種又は普通二種） 6,950円

　　イ　教習指導員審査

種　類 手数料の額

教習指導員審査（普通） 11,850円

教習指導員審査（中型又は準中型） 14,550円

教習指導員審査（大特、牽引又は普自二） 9,650円

教習指導員審査（大型二種、中型二種又は普通二種） 3,300円

４　その他

　(1)	審査当日は、筆記具及び運転免許証を持参してください。

　(2)	この審査手続について不明な事項は、東北信運転免許課（電話026－292－2345内線231）に問い合わせてください。

東北信運転免許課

令和３年（2021 年）８月 16 日発行（毎週月・木曜日発行。ただし休日の場合は翌日）
発行　長　野　県　〒 380-8570（専用番号）長野市大字南長野字幅下 692 の 2　電話 026（232）0111


